
工事成績評定通知実施要領 

 

（目 的） 

第１ 本要領は、工事成績について、「工事成績評定要領」（以下「評定要領」という。）第８又は

第９の通知、第 10 及び第 11 の請求及び回答並びに第 12 の公表に関する事項を定める。 

 

（対象工事） 

第２ 工事成績評定の通知の対象は、評定要領第２に規定された全工事とする。 

 

（評定点の通知）  

第３ 出納局長は、評定者から評定表等の提出がなされた後、評定点を工事成績評定通知書（別記

様式第１）により、発注機関を経由して、当該工事の受注者に速やかに通知するとともに、発

注機関は速やかに公表するものとする。  

２ また、評定要領第９に基づき評定を修正した場合についても同様とする。 

 

（説明請求に対する回答）  

第４ 出納局長は、評定要領第 10 第１項の規定により説明を求められた場合、速やかに別記様式

第２により回答するものとする。  

２ 出納局長は、説明の申立者に回答を行ったときは、申立者の提出した書面及び回答を行った書

面を速やかに公表するものとする。  

 

（再説明請求に対する回答）  

第５ 出納局長は、評定要領第 11 第１項の規定により再説明を求められた場合、別記様式第３に

より回答するものとする。  

２ 出納局長は、再説明の申立者に回答を行ったときは、再説明の申立者の提出した書面及び回答

を行った書面を速やかに公表するものとする。 

 

（評定結果等の公表）  

第６ 第３の評定点並びに第４第２項及び第５第２項の申立者の提出した書面及び回答を行った

書面の公表は、愛媛県ホームページで行うものとする。 

２ 公表期間は、完成検査日の属する年度及びその翌年度とする。ただし、入札した年度内に検査

したものについては翌々年度までとする。  

 

 

附 則  

この要領は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。  



附 則  

この要領は、平成 17 年 7 月 1 日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則  

この要領は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則  

この要領は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則  

この要領は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則  

この要領は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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